
赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

   令和８年４月３０日 

                         赤穂市長  牟  禮  正  稔     

 

赤穂市訓令甲第４３号 

 

赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱 

の一部を改正する要綱 

 

赤穂市母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱（平成１８年赤穂市訓令甲第３０号）

の一部を次のように改正する。 

第１条中「母子家庭等自立支援教育訓練給付金」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和 

３９年法律第１２９号）第３１条第１号（同法第３１条の１０において準用する場合を含む。）の

規定による自立支援教育訓練給付金」に改める。 

第２条中「（昭和３９年法律第１２９号）」を削る。 

第４条第２号中「１６０万円」を「２００万円」に改め、同条第３号中「２４０万円」を「 

３００万円」に改める。 

第７条第１項中「受講修了日から起算して３０日以内（」及び「当該」の次に「特定一般教育

訓練給付金又は」を加え、同条第５項中「第１０１条の２の１２第４項」を「第１０１条の２の

１３第４項」に改める。 

第８条第１項中「をした日から」の次に「起算して」を加える。 

様式第１号（裏面）及び様式第２号中「１６０万円」を「２００万円」に改める。 

 

付 則 

１ この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第４条の規定は、令和８年４月１日から適用す

る。 

２ 改正後の第４条並びに様式第１号及び様式第２号の規定は、令和８年４月１日以後に赤穂市

母子家庭等自立支援教育訓練給付金事業実施要綱第３条第３号に規定する対象講座を修了する

者に対して支給する自立支援教育訓練給付金について適用し、同日前に当該対象講座を修了し

た者に対して支給する自立支援教育訓練給付金については、なお従前の例による。 


